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第 １４ 号 

   熊本県総合射撃場条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県総合射撃場条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年６月６日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県総合射撃場条例の一部を改正する条例 

熊本県総合射撃場条例（平成１０年熊本県条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の表中「１００円」を「１２０円」に、「１６０円」を「１９０円」に、「２ 

００円」を「２３０円」に、「３９０円」を「４５０円」に、「７８０円」を「８９０円」 

に、「１，７２０円」を「１，９６０円」に、「１３，７６０円」を「１５，６４０円」

に、「３５，２００円」を「３９，９９０円」に、「３，２００円」を「３，６４０円」

に、「２０，９００円」を「２３，７５０円」に改める。 

別表の２の表中「４０円」を「５０円」に、「６０円」を「７０円」に、「４４０円」

を「５００円」に、「６６０円」を「７５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、 

同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

熊本県総合射撃場の施設及び設備使用料の算定に係る経費単価の見直しに伴い、使用料

の額を改定する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


